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○ 登録にあたっての注意 

 （１）支援者が被災する場合もあるため、避難の支援等をお約束するものではあり

ません。 

日頃から地域の行事に参加するなど、隣近所と関わり合いを深め、災害に備

えましょう。 

（２）個人情報の提供にあたっては、全ての提供先から誓約書を提出していただく

など、その適正な取扱い及び管理に細心の注意を払います。 

 
★ 問い合わせ先 都市防災部防災対策課 電話 ２６７－４７６３ 

 

 

高齢者を介護している家族の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在

宅生活の継続、向上を図るため、支給対象者に対して介護用品（紙おむつ）を支給し

ます 

○ 対象者 

 岐阜市に住所がある人で、以下の条件をすべて満たしていること 

 （１）要介護３～５の人（※要介護３の人は、認定調査票の内容によって、支援対

象とならない場合があります。） 

（２）本人、世帯員、同居人又は扶養者の市民税が非課税であること 

（３）在宅であること（入院中、施設入所している人は対象外） 

（４）ショートステイの利用が支給月の前３か月間で３９日以下であること 

 

○ 支援内容 

 紙おむつの支給券の配付（支給月：６月・１０月・２月の年３回） 

 

○ 申請方法 

 お住まいの地域を担当する地域包括支援センターへ申請してください。 

★ 問い合わせ先 お住まいの地域を担当する地域包括支援センター 

介護保険課 給付係 電話２１４－２０９２（直通） 

 

 

 

 

家族介護用品支給事業 
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要介護高齢者の在宅生活の継続、向上、及び介護する家族の経済的負担の軽減を図

ります。 

○ 対象者 

要介護４または５の市民税非課税世帯に属する人で、過去１年間に介護保険サ

ービスや障害福祉サービスを受けていない、３か月以上の入院をしていないなど

の要件を満たす要介護高齢者を介護している家族 

○ 支給額 

年間 １００，０００円(要介護者１人につき１回支給します) 

○ 申請方法 

下記の問い合わせ先にご相談ください。 

★ 問い合わせ先 介護保険課 給付係 電話２１４－２０９２（直通） 

 

 

 

在宅の高齢者に住みよい住環境を提供し、介護するご家族の負担を軽減するための

住宅改善に必要な費用を助成します。 

○ 利用できる世帯 

 要介護１～５の人が居住し、市民税非課税世帯であり、原則として本市に１年

以上居住している世帯 

○ 対象となる工事 

   高齢者が暮らしやすくするために行う改善工事が対象 

（居室、浴室、台所、階段、便所、洗面所、玄関、廊下などの設備構造などの改

善工事、屋外工事も含む） 

※ 次の場合は助成できません。 

  （１）住宅を新築する場合 

  （２）対象者の身体状況による改善と関係のない工事 

     （例）屋根の補修工事、下水・浄化槽工事など 

 

 

家族介護慰労金支給事業 

高齢者住宅改善促進助成事業 




